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行政書士冨田賢事務所報 ２０１１・頌春 

 

 明けましておめでとうございます。早いもので冨田事務

所が開設してから２度目のお正月を迎えました。 

 昨年は初めて相続の講義を行ったり、３ページにある都

北新聞からのインタビューを受けることができました。 

 今年も小さくても“華”をいくつも咲かせたいです。 

 さらなる実務研鑽に努めるとともに、地域に愛される行

政書士を目指して精進しますので、本年もどうぞ宜しくお

願い申し上げます。 

行政書士 冨田 賢（北区赤羽２丁目） 

冨田事務所にてついに実施します！ 

～１月２９日無料相談会（相続・遺言）～ 
「遺言の書き方・作り方が分からない！」 

「相続放棄はいつまでにやるの？」 

「手書きの遺言が仏壇の引き出しから見つかったんだけど」 

「遺言がなかった場合の遺産分割はどうやるの？」 

 

相続・遺言に関する身近な法務相談に無料で応じます。昨年、相続の講義を行っ

た冨田行政書士が相談受付します。北区外の方でもご利用可。奮ってご利用下さい！ 

 

●日時 

平成２３年１月２９日（土）午後１時～５時 

●会場 

行政書士冨田賢事務所 

東京都北区赤羽 2丁目 31番 3号タグチコーポ 101号室 ※大きな白い看板あり 

ＪＲ赤羽駅東口・東京メトロ赤羽岩淵駅１番出口より、ともに徒歩６分 

 【ご注意】 

当日は迷われないように、駅からの経路をしっかり確認してからご来所下さい！ 

 弊事務所は冨田行政書士１人で運営しており、当日は間断なく相談業務に乗って 

いるため、駅までお迎えに上がることができません。 

●予約申込み 

電話 03-3901-2153、ＦＡＸ03-3901-2164、メール info-gtmo@kdr.biglobe.ne.jp 

のいずれかでご予約下さい。 

①氏名 ②連絡のつく電話番号 ③希望時間帯（３０分ごと）をお申し出下さい。 

基本的にお１人様３０分単位で、最高８人までお受けします。 
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相続講義特集（2）相続手続きの流れ② 
（前号よりつづき、平成 22 年 10 月 3 日川口市立芝富士公民館の相続講義の再現） 

 右下フローの「遺言の有無の確認」の下の２つの点線四角で、左側には「（遺言 

が）あり」、右側には「（遺言が）なし」と入ります。 

 左の下図を辿っていくと、「家庭裁判所へ検認請求」とあります。「検認」とは、 

その遺言が有効であるか家裁でチェックする、と覚えて下さい。実際には相続人 

全員の戸籍謄本などが必要となります。公正証書遺言だとこの検認申請を省略で 

きるという、強いメリットがございます。その下の矢印に、「遺言執行者の選任」 

とあります。執行者は、遺言の内容を実現する人といった意味ですが、後の章で 

 

 

 

 

説明します。 

 さらに下の矢印に進

むと「遺産の分割」とあ

り、つまり誰がどの財産

を相続するか、の段階と

なります。 

 さきほどの「遺言の有

無の確認」に戻り、「（遺

言が）なし」で下に進ん

でみます。 

 矢印の下は、「共同相

続（法定相続）」とあり

ますが、これは民法で決

めた割合で分けること

を意味し、現実にはほと

んどありません。 

 その下の矢印は、「遺

産分割協議（指定相続）」

とあり、こちらが圧倒的 

に多いです。すなわち協議とは話し合いの中身で、誰が何を相続するのかを決め

ていきます。自分の相続分がゼロであったとしても、参加しなければなりません。 

 「遺産分割協議」の下は矢印が２つに分かれ、片方が「成立」、もう片方が「不

成立」となっていますね。協議が成立すれば、矢印の下にあるように、「遺産分割

協議書の作成」となり、相続人全員分の実印の押印、印鑑証明書が必要となりま

す。協議が不成立ならば、矢印下の「家庭裁判所で調停・審判」となります。そ

の下の矢印で結局、「遺産の分割」に辿り着きます。ようやく誰が何の財産を相続

するのか、完全に決定するのです。 

 最後にすべてのプロセスが、矢印下の「相続税の申告、確定申告・・・」で終

わるようになっています。（次号につづく） 
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平成 23年 1月 5日発行 (不定期発行) 第 18号 

発行 行政書士冨田賢事務所 行政書士 冨田 賢(とみた まさる) 

〒115-0045 東京都北区赤羽 2-31-3 タグチコーポ 101 号室 

JR 赤羽駅東口・東京メトロ赤羽岩淵駅１番出口下車ともに徒歩６分 

電話 03-3901-2153  FAX 03-3901-2164 

メール info-gtmo@kdr.biglobe.ne.jp 

ＵＲＬ http://www7b.biglobe.ne.jp/~gtmo/ 

ブログ http://ameblo.jp/gyousei-tomitamasaru/ 

※ホームページ・ブログともに「行政、冨田」により上位検索で出ます。 

相続、建設・宅建、会社設立、内容証明、各種許認可 

メンタルヘルス・マネジメント検定試験 

Ⅱ種ラインケアコースに合格！ 
 去る１１月７日、大正大学キャンパスで受験し、１２月１７日に合格通知を頂

くことができました。２００６年から大阪商工会議所の主催により開始した検定

で、経営者・人事労務担当者から一般社員まで、それぞれの立場と職務に応じた

メンタルヘルス・マネジメントの知識の習得を促し、人事労務管理の視点からメ

ンタルヘルス対策の推進をサポートすることを目的としています。 

私が合格したⅡ種ラインケアコースとは管理者向けです。将来的に弊事務所で

もパートナーや補助者を導入した際、知っておくべき知識と思い勉強しました。 

現実に様々な企業ではメンタルヘルスに向けた取り組みについて不十分なと

ころも多いのではないでしょうか？ 職場ストレスが年々増大し、年間自殺者数

も３万人を超える現代において、すべての人が真剣に考えるべき課題でしょう。 

私の前職である市役所の同僚で、係長昇任試験を受験する方がおられます。私

はこの検定試験の存在を教え、「管理者としての見識を深めて欲しい」と諭しま

した。いずれ学習テキストを貸与するつもりです。 

メンタルヘルス不全は一部の特殊な人だけがなる特別な病気ではありません。

働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりをめざすことで、個人も

職場環境もすべて幸せになることができるのです。 

冨田事務所と地域コミュニケーション広場 

●１２月１９日（日） 

午後４時１５分から北区立なでしこ小学校（私が昭和６１年卒業時は第二岩淵

小学校）の正門広場にて、毎年恒例のイルミネーション点灯式が行われました。

１月１０日（月）まで見ることができるようです。素敵な試みだと思います。お

知らせ頂いたなでしこ小学校同窓会の役員様、有難うございました！ 


